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１ 委託する業務名 

苫小牧市職場改善コンサルティング事業委託業務 

 

２ 業務の目的 

市内企業においては、生産年齢人口の減少や雇用のミスマッチによる慢性

的な人手不足が深刻化する中、昨今の社会経済情勢や雇用環境の変化に対応

していくことが求められています。こうした中、事業を継続していくために

は、賃上げが求められる経営環境に対応し、多様で柔軟な働き方の導入や働

きやすい職場づくりをすることにより従業員を確保・維持するとともに、デ

ジタル化・ＤＸ導入や業務の見直しなどにより付加価値労働生産性を向上さ

せる等が重要となります。 

本事業では、企業が抱える多様な経営課題に対応するため、企業の課題に

応じ、社会保険労務士、ＩＴコーディネータ等の専門家による相談・助言等

を行い、職場改善、付加価値労働生産性の向上等に取り組む企業を支援しま

す。 

 

３ 委託期間 

 契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 事業上限額 

  １９,８００,０００円を上限とする（消費税及び地方消費税１０％相当額を

積算した金額を含む。）。 

 

５ 事業目標 

  受託事業者においては以下のとおり、目標を達成するよう事業を実施する

こと。 

（１）個別コンサルティング支援 

   個別支援企業数４０社以上（概ね１社あたり８時間程度の支援） 

（２）個別研修会２０社以上実施すること。 

（３）本業務を実施することにより得られる成果の目標値を設定すること。 

   （例…アンケートによる職場環境改善事業所数、定着率向上等） 

 

６ 対象者 

  苫小牧市内で従業員を雇用している事業所を有する事業者。ただし、個別研

修会、セミナーの対象は、事業者のほか各種団体等も対象とするが、事前に苫

小牧市と協議すること。 
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７ 委託業務の内容 

（１）個別支援について 

  ア 企業における職場環境の改善、付加価値労働生産性の向上等に係る支

援を行うこと。 

  イ 職場環境の改善、付加価値労働生産性の向上等に係る支援は、就業規則

の改正や採用・離職防止・コミュニケーションなどの労務・人材に関する

支援のほか、デジタル化・ＤＸ導入や業務の見直し、経営戦略等様々なア

プローチから実施すること。 

  ウ 多様化する企業の課題解決のため、必要に応じて、社会保険労務士や中

小企業診断士、ＩＴコーディネータ等の専門家による支援を行うこと。 

    エ 企業毎に支援計画を作成し、オーダーメイド型の支援を行うこと。 

  オ 個別支援は、オンラインによる支援も可能とするが、少なくとも１回は

対面で実施し、企業の現状や課題把握に努めること。 

（２）個別研修会の実施について 

ア 自社で研修制度を持たない市内企業等に、就業規則の改正、ハラスメン

ト防止、コミュニケーション向上のほかデジタル化・ＤＸ導入など企業の

課題に応じた、個別訪問型の研修会を実施すること。 

イ 講義の外、グループワーク等を用いた参加型の研修とし、多くの従業員

が参加しやすい時間帯等に配慮し開催すること。 

（３）セミナー等の開催について 

   「２ 業務の目的」に沿ったセミナー・展示会・マッチングフェアなどの

市内企業の経営者・従業員が集合する形態のイベント（オンライン上のもの

を含む。以下「セミナー等」という。）を３回以上開催すること。 

セミナー等のうち２回は、「賃上げに向けた方策（国等の支援策紹介を含

む。）」・「中小企業におけるデジタル化・ＤＸ導入」をテーマにしたものとす

ること。残りのセミナー等のテーマ設定は、提案事項とする。 

（４）地域波及効果について 

   支援の事例を周知するなどして、市内企業に本事業の効果を波及させる

こと。あわせて、企業の優良取組を発信することで、市内企業の魅力を発信

すること。なお、周知の方法については提案事項とする。 

（５）事業周知・企業開拓の実施 

  ア 各種ツールや広報媒体等を活用し、この事業が人手不足等の経営課題

の解決に資するものであることを、受託者における過去の支援実績や成

功事例を紹介するなどし、効果的な周知を実施すること。周知する内容、

手法、用いるツールなどは提案事項とする。 

  イ 特に人材不足が顕著な福祉・建設・製造・物流・運送業における課題を
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把握し、支援に繋がるよう企業開拓に努めること。 

（６）市等の事業の周知について 

   国・道・市等が実施する補助金やセミナー等の事業のうち職場環境の改善、

付加価値労働生産性の向上等に資するもの、委託者が指定するものをメー

ル等により支援する企業へ情報提供すること。 

 

８ 実施体制 

（１）再委託の制限 

    受託者は、本事業の全部又は一部を再委託若しくは請負わせてはならな

い。ただし、あらかじめ、業務の一部を外部委託する時は、提案書に記載し、

苫小牧市の承諾を得たときは、この限りでない。 

（２）業務責任者 

    責任者は、受託者の代理人として業務の実施に関する指揮監督、勤怠管

理、安全衛生管理等を行うこと。 

 

９ 実施上の注意 

（１）連絡体制・調整体制 

受託者は、あらかじめ業務を実施する従業員及び責任者を選任し、その氏

名等を苫小牧市に通知するものとし、連絡・調整が速やかに行えるよう、明

確な連絡・調整体制を構築し、綿密に打ち合わせを行い、進捗に応じてその

都度必要な情報提供を行うなど、当該業務を適正に執行すること。また、や

むを得ず従業員及び責任者が変更になる場合は、苫小牧市に速やかに通知し、

変更後も業務を滞りなく実施できる体制を整えること。 

（２）事業計画書の作成 

    契約締結後、事業計画書を速やかに作成し、計画内容について苫小牧市

と十分に協議を行ったうえで業務を実施すること。 

 

10 報告書の作成 

苫小牧市の指示に基づき、事業の例月報告をするとともに、事業終了時には

速やかに実績報告書等を作成し、書面及びデータで提出すること。 

（１）例月報告 

次の事項について毎月１０日までに前月分を報告すること（ただし、

１２月分については、１月１５日までに報告すること）。 

ア 例月活動報告書及び例月実績報告書 

イ 支援の進捗状況（支援の内容等） 

ウ 個別研修会の報告書（使用した資料、写真、アンケート、実施総括） 
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（２）セミナー等実施報告書 

セミナー等終了後、１か月以内に次の事項について報告すること。た

だし、実施した月の例月報告と統合することを妨げない。 

ア アンケート結果等報告書 

イ 研修等で使用した資料等 

ウ 研修の様子（写真）  

エ 実施の総括（成果、課題等） 

（３）事業終了後報告 

  ア 活動報告 

  イ 事業費内訳書 

  ウ 事業を実施しての総括（成果、課題等） 

 

11 その他特記事項 

（１）守秘義務及び個人情報の取扱い 

ア 受託者は本業務（再委託した場合を含む）を通じて知り得た情報につい

て、公にされている事項を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提

供してはならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、棄損

の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

契約終了後も同様とする。 

イ 業務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に

関する法律（平成 15年法律第 57号）を遵守するとともに、契約時に定め

る「個人情報の保護に関する特記事項」を遵守しなければならない。 

（２）関係法令の遵守 

    業務の実施にあたっては、受託者は労働基準法、労働関係調整法、最低賃

金法、労働者派遣法等のその他関連法令を遵守すること。 

（３）成果等の帰属について 

ア 業務の実施により得られた成果、情報（個人情報を含む）等については

苫小牧市に帰属するものとする。ただし、成果品に含まれる受託者が従来

から権利を有している受託者固有の知識、技術に関する権利等について

は受託者に委託者の使用を妨げない限りにおいて留保されるものとし、

受託者がこれらを利用し成果品に類似した製品を作成することを妨げな

い。 

イ 受託者は、著作権及び特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日

本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている業務仕

様等を使用するときは、その使用等に関する一切の責任を負わなければな

らない。 
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（４）損害賠償 

   本業務中に生じた諸事故や第三者に与えた損害については、受託者が一

切の責任を負い、苫小牧市に発生原因及び経過等を速やかに報告し、苫小牧

市の指示に従うものとする。 

（５）各種助成金、補助金等との併給 

    業務を行う受託者に対する委託費の支給事由と同一の事由により支給要

件を満たすこととなる各種助成金との併給はできないものとし、また、その

他の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金額等を委託費から減額す

るものとする。 

（６）委託費の返還等 

ア 本業務以外の用途に使用するなど、虚偽その他不正な手段等により委託

費を受けた受託者に対しては、委託費の全部または一部を返還させる。 

イ 受託者の責めに帰すべき理由により、委託期間内に委託業務を完了しな

いとき又は委託期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みが

ないと苫小牧市が認めるとき、若しくは委託業務の目標が達成できない

場合は、委託契約の一部又は全部を解除し、委託料を支払わないこと、も

しくは既に支払っている委託料の一部または全部を返還させ、又は損害

賠償等を求めることがあるので、十分留意すること。 

 

12 不測の事態への対応 

自然災害の影響等により、委託した業務が予定の期間内 に完了しない場

合や業務の遂行が困難となった場合など、不測の事態が生じた際には、仕様を

変更し契約変更等を行う場合があるため、留意すること。 

 


